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先行実施している重要文化財建造物・史跡名勝天然記念物の計画の概要 

 

 

１．先行して実施している取組  

・現状、個々の文化財の保存活用計画については、国が指定する重要文化財建造物や史

跡名勝天然記念物において作成を推奨している（重要文化財（建造物）保存活用計画

の策定について（通知）、史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書）。 
 
＜文化財の保存活用計画等の策定状況：H29.6.1 時点＞ 
○重要文化財（建造物）：保存活用計画      125 件 ／2,465 件 
○史跡名勝天然記念物：保存活用計画   （史）454 件 ／1,784 件 
                    （名） 98 件 ／402   件 
                    （天） 61 件 ／1,024 件 
○重要伝統的建造物群保存地区：保存計画      114 件 ／114   件 
○重要文化的景観：保存計画             51 件 ／51    件 

 
 

２．関連する根拠通知等 

 
○ 重要文化財（建造物）保存活用計画の策定について（通知）（平成１１年３月２４日庁保建

第１６４号） 
 
重要文化財（建造物）保存活用計画策定指針 
（指針の目的）  
1.本指針は，「重要文化財（建造物）の活用について」（平成 8年 12月 25 日 庁保建第 161
号文化庁文化財保護部長通知）においてその必要性を述べている保存及び活用に係る計画
（以下，「保存活用計画」という。）を策定するために必要な事項を示すものである。 

 
2.本指針は，個別の重要文化財（建造物）について具体的な保存の手法や活用の内容を規定す
るものではなく，多様な重要文化財（建造物）に対して対応が可能なかたちで計画に定める
べき事項や留意すべき事項を示すものである。 

 
（計画の目的） 
3.保存活用計画は，所有者・管理責任者・管理団体（以下，「所有者等」という。）が重要文
化財（建造物）の現状と課題を把握し，保存・活用を図るために必要な事項や，所有者等が
自主的に保存・活用のために行うことのできる範囲等を明らかにし，また，これらに関して
所有者等と都道府県及び市町村（組合及び特別区を含む。以下同じ）教育委員会・文化庁の
間の合意を形成しておくことによって，所有者等による自主的な保存と活用が円滑に促進さ
れることを目的として策定される。  

 
（計画の策定） 
4.保存活用計画は，原則として所有者等が都道府県及び市町村教育委員会の指導・助言を得て
策定するものとし，必要に応じて文化庁と協議するものとする。 

5.市町村教育委員会は，必要に応じて所有者等の依頼を受けて計画策定の全て又は一部を代
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行することができる。  
 
（計画区域） 
6.保存活用計画の対象とする区域（以下，「計画区域」という。）は，所有者等の権限の及ぶ
土地の範囲内において自主的に定めるものとするが，必要に応じて関係者の了解 を得てそ
の周辺地域を含むことができる。  

 
（計画の内容） 
7.保存活用計画は，保存管理，環境保全，防災，活用に係る各計画及び保護に係る諸手続を定
めたものからなり，原則としてこれらのすべてを含む総合的な計画として策定するものとす
る。（付 1を参照のこと） 

8.計画区域内に含まれる重要文化財（建造物）以外の国及び地方公共団体により指定・登録等
の保護がなされている建造物及びこれと一体となった土地の保存・活用に係る計画は，関係
機関と協議の上定めるものとする。 

 
（技術的指導） 
9.所有者等は保存活用計画の策定に係る事項について，文化財保護法（昭和 25 年 5 月 30 日
法律第 214 号）第 47 条第 4 項及び国宝，重要文化財等の管理，修理等に関する技術的指導
に関する規則（昭和 50 年 9 月 30 日文部省令第 29 号）第 1条の規定に基づいて，文化庁に
技術的指導を求めることができる。 

10.前項に従って文化庁に技術的指導を求める場合は，国宝，重要文化財等の管理，修理等に
関する技術的指導に関する規則第 1条に規定する技術的指導を求める書面のうち，同条第 2
項第 1号及び第 2号に規定する書類は保存活用計画案をもって代えることができる。 

11.計画の内容に文化財保護法第 43 条第 1 号に規定する現状変更又は保存に影響を及ぼす行
為が含まれる場合は，所有者等は計画策定にあたって事前に都道府県教育委員会を通じて文
化庁と協議し，必要に応じて同法第 47 条第 4 項の規定に基づいて，文化庁に技術的指導を
求めることができるものとする。 

 
（計画の確認）  
12.所有者等は，都道府県教育委員会を通じて文化庁に計画書 1部を提出し，計画の内容と必
要な手続について文化庁の確認を受けることができるものとする。 

13.文化庁は，都道府県教育委員会に計画書受理の旨を通知し，もって確認の通知とする。 
14.保存活用計画書は，所有者等，市町村教育委員会，都道府県教育委員会，文化庁において
各 1部を保管する。 

15.確認を受けた計画の内容を変更する場合は，所有者等は変更後の計画書に変更前の計画書
を添えて文化庁の再確認を受けるものとする。  

16.「国宝又は重要文化財の現状変更等の許可申請等に関する規則」（昭和 29 年 6 月 29 日 
文化財保護委員会規則第 3 号）に規定する許可申請書のうち，同規則第 2条第 1 項 1～3号
に定める添付書類は，確認を受けた計画書をもってその一部とすることができるが，必要に
応じて仕様書等を追加するものとする。 

17.「国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則」（昭和 29年 6月 29 日 文化財保護委
員会規則第 4号）に規定する届出書のうち，同規則第 1条第 2項 1号及び 2号に定める添付
書類は，確認を受けた計画書をもってその一部とすることができるが，必要に応じて仕様書
等を追加するものとする。 

 
（関係行政機関等との調整）  
18.都道府県教育委員会及び市町村教育委員会は，所有者等の求めに応じて指導・助言を行う

とともに，以下の事項について関係行政機関等関係者との調整を図る。 
(1) まちづくり施策と関連する事項（都市計画，地域整備，観光計画，環境保全計画等） 
(2) 防災対策に係る事項（消防計画，防火訓練，震災対策，治山・治水計画，消防団・地

元住民の協力等） 
(3) 地域の学習活動と関連する事項（社会教育活動その他の生涯学習活動等） 
(4) 文化財の保存に係る事項（現状変更等） 
(5) 地域住民の生活に関わる事項（周辺環境整備等） 
(6) その他必要な事項 
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（計画の作成） 
19.保存活用計画の具体的な構成及び内容は，対象とする文化財の種別・性格等の相違や活用

方針等により異なるが，別紙に示す「重要文化財（建造物）保存活用標準計画の作成要領」
を参照して，保存管理，環境保全，防災及び活用に配慮して計画するものとし，併せて保
護に係る諸手続を定めたものとする。（付 2を参照のこと） 

 
 
○ 史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業 報告書（平成２７年３月） 
 
第３章 史跡等・重要文化的景観のマネジメント 
 ２．計画の策定 
（１）計画 
史跡等及び重要文化的景観の保存活用を適切かつ確実に進めるためには、施策（事業）の性

質・段階に応じて計画を策定することが必要となる。従来、個々の史跡等及び重要文化的景観
を対象として策定されてきた計画（設計を含む）は、以下のとおり整理できる。 

ア．史跡等 
史跡等を対象とする各種の計画は、文化財保護法において策定が義務付けられているわ

けではない。 
 

１）保存管理計画 
史跡等の指定後には、その本質的価値を再確認するとともに、確実な保存管理を目的

として、指定地を構成する諸要素を把握し、全体及び諸要素ごとの保存管理の方針・
方法、現状変更等の取扱方針、必要に応じて指定地の公有化の方向性等を定める必要
がある。さらに、復旧（修理）を含む整備、活用、運営体制の確立等の方針・方法を
明示することも、適切な保存管理に関連する事項として重要である。 

 
２）整備計画 
指定地の本質的価値を保存・継承するために復旧（修理）を行う場合を含め、積極的

な活用をも視野に入れて整備を行う場合には、事前に整備計画を策定し、方針・方法、
実施の行程等を示す必要がある。 
整備計画は計画・設計の２段階から成り、策定の内容・項目等の密度により、前者は

整備基本構想と整備基本計画に、後者は基本設計と実施設計にそれぞれ区分できる。 
 

イ．重要文化的景観 
重要文化的景観の計画には、文化財保護法第１３４条及び重要文化的景観に係る選定

及び届出等に関する規則に基づき選定の申出にあたり策定していることが条件とされて
いる「文化的景観保存計画」をはじめ、選定後に行う各種の復旧（修理）・修景等を目的
とする整備活用計画の２種類がある。これらの策定に係る経費については、ともに国庫補
助事業の対象とされている。 

 

 


